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第２４期第１９回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 令和４年１月５日（水曜日）１３：３０～１５：００ 

（２）会議の場所 市庁舎５階 大会議室 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員 

                  

  
 
   
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（２）農地利用最適化推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員 ２ 人 

 

   農業委員  第１０番   古 川 一 豊 

   推進委員  第 ５ 番   小 野 義 尚 

 

    

第 １ 番   片 上 和 彦 

第 ２ 番   岡 田   充 

第 ３ 番    藤 田 幸 正 

第 ４ 番   村 上 壽 一 

第 ５ 番    塩 見 敏 夫 

第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      宇 野 賀津美 

 

第１１番   髙 橋 征 三 

第１２番   小 野 春 雄 

第１３番   曽我部 英 敏 

第１４番   伊 藤 繁次郎 

第１５番   土 岐 若 水 

第１６番   伊 藤 愼 吾 

第１７番   渡 邊 勝 俊 

第１８番   松 木 ワカ子 

第１９番   山 口 三七夫 

第 ９ 番   田 坂 健 次 

第１０番   眞 鍋 哲 哉 

第１１番   竹 林 義 孝    

第１２番   池 田 辰 夫 

第１３番   髙 橋 秀 実 

第１４番   神 野 鉄 治 

 

第 １ 番   岡 田 悦 明

第 ２ 番   安 藤 育 雄 

第 ３ 番   加 藤 宏 司 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ６ 番   井 下 八 郎 

第 ７ 番   髙 橋 眞 次 

第 ８ 番   藤 田   隆 
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３ 会議に出席した事務局職員 

   事 務 局 長  藤 田 和 則     主    幹   近  藤  明  美 
農 地 係 長 松 本   聡    農 政 係 長   谷 口 恭 子 

    主       任  井 上 貴 清   会計年度任用職員  齊 藤 麻 里 
 
 

４ 傍聴者     

   な し 

 

５ 議事日程 

農地関係 農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

 農政関係 ＪＡえひめ未来の産直市について 

 

                    ◇             

   １３時３０分開会 

藤田事務局長     御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたします。 

農業委員１８人、推進委員１３人でございます。よって、

過半数に達しており、この会が成立していることを御報告い

たします。それでは、会長よろしくお願いします。 

藤田会長      改めまして明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。コロナ感染拡大の影響でいろいろ

ありましたが、コロナもだいぶ落ち着いてきて令和４年はい

い年になって来るのではないかと、皆様期待していたと思う

のですが、年末から西条市で鳥インフルエンザが発生して、

今、市の職員も応援に行かれていると、心配した中で２７．

８万羽いると、今治市も発生していると、香川県の方でも発

生したということで、コロナ感染拡大についても落ち着いて

きたところが、オミクロンが発生して愛媛県でも昨日３名の

方が感染されていると、実際はオミクロンかどうかは分から

ないところですが、そういった中で皆さんお互いに気を付け

ていただいて、これからも農業委員会の活動に御尽力いただ

きたいと思います。 

          それでは、ただいまから第１９回新居浜市農業委員会総会
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を開会いたします。 

まず、農地関係の議案につきましては、議案第１号から議

案第５号まで、農政関係は「ＪＡえひめ未来の産直市につい

て」を議題といたします。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第

１９条の規定により、会長において藤田 健太郎委員と宇野 

賀津美委員を指名いたします。両委員さんよろしくお願いい

たします。 

これより農地関係の議案の審議に入ります。議案書目次を

お開きください。 

議案中、第１号から第３号は決議事項、第４号及び第５号

は意見事項となっております。加えまして参考事項が１件ご

ざいます。 

藤田会長        １ページを御覧ください。 

議案第１号「農地の相続税納税猶予適格者証明について」

を議題に供します。事務局から議案の説明をお願いします。 

近藤主幹        議案第１号につきましては、租税特別措置法第７０条の６

第１項の規定に基づく相続税の納税猶予適格者証明願で、第

１番の１件でございます。 

２ページを御覧ください。 

第１番、西喜光地町、田１筆、畑１筆、面積計１，４４７

平方メートル、相続人は、松山市祝谷町一丁目在住、（１－

１）さんです。被相続人は、西喜光地町（１－２）さんです。

証明内容といたしましては、続柄は長男、別居、相続開始年

月日は、令和３年３月２５日です。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

藤田会長      ありがとうございました。以上、１番について質疑に入り

ます。御意見、御質問はございませんか。 

             （「なし」の声あり） 

藤田会長        ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

                  （「異議なし」の声あり） 
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         御異議なしと認めます。よって、議案第１号「農地の相続

税納税猶予適格者証明について」を原案のとおり決定させて

いただきます。 

       ３ページを御覧ください。 

議案第２号「令和４年第１号農地中間管理事業に係る一括

方式農用地利用集積計画（案）について」を議題に供します。

事務局から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長   議案第２号につきましては、新居浜市から送付がありまし

た令和４年第１号農地中間管理事業に係る一括方式農用地利

用集積計画（案）でございまして、当該計画（案）に対する

決定の依頼があり、議題に供するものでございます。 

内容といたしましては、田６筆、合計面積５，０７８平方

メートルでございます。 

４ページ及び５ページのうち、５ページを御覧ください。 

計画の内容ですが、利用権の設定を受ける者は、１番及び

２番が（２－１）さん、３番から６番までが（２－２）さん

でございます。 

内訳は、期間３年間が２筆、期間５年間が４筆、利用権の

種類等は、使用貸借、新規設定となっております。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の要件である、農用地利用集積計画の内容が新居浜

市の基本構想に適合するものであること、全部効率利用要件

及び常時従事要件が認められること並びに対象農地の関係権

利者の同意が得られていることの各要件を満たしておりま

す。 

なお、利用権の設定を受ける者の設定前後の総面積は、５

ページ下段の表のとおりでございます。 

御審議よろしくお願いいたします。 

藤田会長     ありがとうございました。以上、１番から６番までについ

て質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。はい、

藤田（健）委員。 

藤田（健）委員   ５ページの下の表の（２－１）さんの設定後の面積なんで



5 

すけど、自作地が４２１平方メートルに対して、借入地が３

５,２７１平方メートルになっているのですが、これは別に

問題ないのですが、先のことで心配事がありそうなので質問

させていただきたいのですが、中間管理事業によって借りた

土地でトラブルが発生した場合に、農業委員は何か関わると

いうようなことになるのでしょうか。普通の貸し借りなら農

業委員が仲介でやった場合はある程度責任を持たなくては

いけないと思っているのですが、中間管理機構が入った場合

は私どもが知らない間に貸し借りが決まって、そこの土地に

トラブルが起きるというような人がいたら農業委員として

は何か責任があるのでしょうか。 

松本農地係長    まず、中間管理事業というのが農業委員会とは直接関係が

なくて、新居浜市と中間管理機構とのお話でこういう設定が

あります。農業委員会に対してはその設定の内容についてこ

れでいいですかという決定を求められているだけなので、こ

れに対してもし何かがあったから農業委員が出ていくとい

うようなことはないというように理解しております。 

藤田（健）委員   一応、農業委員は中間に入った場合は責任はないのだけれ

ども、地元から見たら農業委員がいて土地をこういうよう

に、今回、基本台帳をした時に貸したい、借りたい、のとこ

ろもあって、それからこれが発生しているので、言われた場

合は知りません、関係ないと突っぱねるというのもできるの

でしょうかね。そういう火種があるわけで、もう一人中間管

理機構で借りている人がいるんですよ。その面積に対して労

働力が１人なんです。だから１人でこれだけの面積を今から

借りてやっていくと、やはりどこかで問題にはなっていない

けれど、火種はあるんです。 

藤田会長      今、藤田（健）委員が言われるように、これはたまたま中

間管理事業の中の農林水産課から上がってきて、これはどう

ですかというようなことなのですけど、普段の利用権の設定

の中でもあるのですが、労働力が書いてあって、これでして

いますよとなった時にこれでいいのか、労働力でこれだけの
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面積を例えば稲作であればできていったり、あと畑となって

季節野菜、里芋が多いのですが、それだけではなくてこれで

いいのですかというようなことを、今までの毎月の農地の会

で疑問に思うことがあっても皆さん何も質疑もされない、今

回初めて普段から心配していたことが、意見がないのかなと

思っていたことを藤田（健）委員が言ってくださったので、

その時、私がこうこうですよというようなことは、私は議案

の提案者ですから言えませんので、それをいろいろ心配して

いたのですけど、今回の場合は農業委員は直接関わりはない

ですけど、地域によってそれはおかしいよねと、その時に難

しいねということは言えるのです。もうちょっと計画を出し

てほしいとか、何でも意見を言っていただかないと３条はこ

こで決まりますからね、４条、５条になるとそれから県の方

に行きますけど、３条にかかるものはここで決まりますの

で、その辺のところについて、その議決権が１９名の農業委

員で、１４名の推進委員は議決権はないのですが、意見など

を出してお尋ねをしていただきたい。 

藤田（健）委員   要は、農業委員に対してクレームを言われた場合に農業委

員会にそのクレームを相談を持ってきても良いか、悪いか、

先程の話のように、関係ないよと、農業委員会に持ってきて

も困るよとならないのか私は心配しております。 

松本農地係長    相談については農地の相談ですので相談をしていただい

て全然構わないと思うんです。あまり突っ込んだ話になる

と、あくまでも新居浜市と中間管理機構の間の事業計画の内

容を決めた上で、農業委員会に上ってきている案件になりま

すので、農業委員会が中心にはなれないですけど、市の方と

一緒に考えていくことかと思っております。 

藤田（健）委員   一つはっきりしてほしいのは、今、新居浜市といいました

が新居浜市のどこになるのですか。 

松本農地係長     農林水産課になります。 

藤田（健）委員   この問題が起きた時は直接うちは関係ないんだけども、農

林水産課の方へ言ってくれというようなことをいってもい
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いのでしょうか。 

松本農地係長    それは、構わないし、委員さんが直接承って持ってきても

らってもそれは構わないと思います。 

藤田（健）委員   直接受けると難しいですよ。内容が何も分からないのに。 

松本農地係長    それは、判断してもらっていいと思います。 

藤田（健）委員   今から先の話ですが、ありがとうございました。 

藤田会長      はい、片上委員。 

片上委員      皆さんが心配されるようなことは管理機構と契約する時

に事前に農林水産課も話を詰めているんでしょ。これは別に

問題ないということになると思うのですが。 

藤田会長      話は詰めているのですけど、詰めてここに上がってくるの

ですけど、皆さんも心配されるようにこれだけの耕作能力と

いうかそれだけの中で、こんなに面積があってもできるのか

というようなことも含めて、意見を決定する前に確認のため

に出すというのも流れの一つで、問題が起きた時には中間管

理事業については、農林水産課と農業委員会とは全く一緒で

はなくて、問題が起きれば一緒に解決に向けて行かなくては

いけないと思いますが、直接は農林水産課と契約者の話にな

っておりますので、全く知らないということではないですけ

ど、松本農地係長が今、申し上げたとおりなのですけど。 

片上委員     本来であれば皆さんが心配されることについては農林水産

課も農業委員さんと推進委員さんにお尋ねとかそういう話

は全くないのですかね。 

松本農地係長    中間管理事業事態の手続の中ではそれは入っていないよう

ですね。 

片上委員      完全に可能ということで農林水産課はオッケーしている

ということですね。我々は心配しなくてもよいということで

すね。 

藤田会長      はい、村上委員。 

村上委員      今、労働力と言ってたのですが、ここにはそういったこと

は書いてないですよね。地元でたまたま知っていたから心配

しただけで、我々はイエスしかないそういったのはどうなっ
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ているのですか。 

松本農地係長    労働力の話であったりだとか、労働時間とか農機具の関係

の計画は農林水産課と中間管理機構の間の書類の中のやり

取りで決定ということであるから、ここにそのまんま農業委

員会の方の決定として、また意見を伺いたいという話なので

す。なので、農業委員会としてはちゃんと労働力とかをきち

っとできているというのが前提になっての議題がここに上

がってきていますので懸念があるようでしたら当然、農業委

員会に諮った結果こういう懸念が委員からはありましたと

伝えることは全然大丈夫だと思います。 

藤田会長      はい、田坂委員。 

田坂委員      それであれば、情報を提供してもらわなければ、そういう

ことも考えれないでしょ。農業委員会でまず、情報を共有し

ないといけないのではないですか。そうじゃないとここで審

議、決定など判断できないではないですか。 

藤田会長      ここの数字が情報にしかならない。 

田坂委員      先程、皆さんが言われたようにより具体的な内容が分から

ない場合、我々は決断できないではないですか。この会議で。 

         判断できるだけの情報がなければ判断できないです。極端な

話、市の農林水産課で決定したからと、ここではいと、そん

な話ないじゃないですか。これ、決議事項でしょ。ある程度、

情報提供がなければおかしいです。 

藤田会長      今までの利用権の設定についても全て数字の上だけの報

告で皆さん方が異議なしと言って上がってきている。 

田坂委員      これは、情報がないから分からないからオッケーでしょ。

そんな会議はあまり意味がないと思います。 

藤田会長      情報がないから、ただこれだけの数字が出ていて、これだ

け耕作しますよというようなことで上がってきていますか

ら。それで、分からないからオッケーということではいけま

せん。 

田坂委員      実際に情報提供がないと分からないではないですか。 

藤田会長      所有権移転とか利用権とかは別の調査書がついて、そして
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皆さんが審議をされてそこで徹底していると。今回は、中間

管理機構の分ですから、ただそれがなくて数字だけ上がって

きている。そこに、耕作は何だというと、大体は水田という

ことで、後は季節野菜というようなことで、その中で皆様方

にいろいろ審議をしていただいて決定しておると、今まで一

切内容確認等についても意見がなかった。 

田坂委員      なかったといっても、そういうような情報提供がないか

ら。 

藤田会長      意見、質問がなければ皆さん了解のうえで決定されている

と、異議ございませんというようなことで、それでは決定さ

せていただきますというようなことで、こちらで確認をして

おりますから、その時に内容を確認させてほしいと意見があ

れば事務局の方から言いますけど、何もないですからそのま

まで進んでいったというのが状況です。 

片上委員      例えば、何人かが心配されておる懸念があるということで

あればこれを議決しなければいいんですよ。その辺をはっき

りしてくれと、誰が見てもこんなのできるわけがないと懸念

されとったらこうなったので、必ずしも議決を求めるとい

う、承認しなければいいんですよ。内容をもう一回説明して

くれと、そういうことができないことはないのでしょ。 

藤田会長      労働力とか、常時できるのと、季節的に人を入れてされて

おります。収穫時期に人を入れて作業をしているというよう

な方もおります。その中には常時ではないので含まれていな

いと思います。普段からこういうようなものが上がってきて

いる、できるのか、有害獣の防護に対するその辺はどうなの

かとか、あまり今まで言われてこなかったので、皆さんがよ

く意見を出したのはソーラーパネルの設置については意見、

質問等はありましたが、農地法以外での心配な点、ここでは

農地法に関するこれが転用されることによって周辺農地に

どういった影響を及ぼしてそういったことならできないと、

それは無理だというようなことはできますが、それ以外のキ

ラキラして眩しいとかは農地法に関することではないので、
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今まで心配されていたのは、一切確認事項等については意見

が出ていなかったというのはこの最近の流れです。今回、意

見等が出てきてよかったと、（２－１）さんであったり、（２

－２）さんであったり結構面積を耕作されているので、その

時にそれだけできるのかと、皆様も経験がありますから、１

人でとか３人くらいでどうなのかなと、あと、野菜になる里

芋などになると期間は長いのですが、露地野菜になるとなか

なか大変だろうというようなことが皆さん経験があるから

心配されよるので、そういったことについても確認される

と。今回、農林水産課と事業者との話で大丈夫ということで

上がってきたものになるので、もし、私達は心配だからもう

少し待ってくれと、調査をし直さないといけないということ

だってあり得るかもわかりません。最終的にこちらで判断さ

れるというこということになります。はい、藤田（健）委員。 

藤田（健）委員   私が一番聞きたかったのは、基本台帳の調査に入って、そ

の時に貸したいという方々の土地をチェックしマッチング

に繋げていく、それは農業委員会が資格、その台帳で中間管

理を使用するかを決めるのは農林水産課で決めると思うの

です。決める時には一切ここの人には関係ないので、その決

めたところでトラブル解消はしてくれるのですねというの

が一番の疑問だったんです。周辺の農地とのトラブルがあっ

た場合が心配なのです。トラブルを言ってくる方は、ここの

当事者ではなくて周辺の農地の方なのでその人達がいうの

は農業委員にいうしかないんですよね。だから、その時にそ

の話をここへ持ってきても構いませんかと、ただし、責任の

ないただの伝言だけになるのですが、そういうことなんで

す。無責任になるかもしれませんが。 

藤田会長      ここで、３条で利用権の設定等で地域との調和要件とかそ

れぞれのとこで、農業委員、推進委員が行って調査して報告

をしてくれたら事務局が説明して、後の補足説明についてそ

のようなことも、農林水産課も事業者といろいろ話をされて

こちらの方に上がってきているということですので今の状
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態は。それでも、いろいろ問題があった時に藤田（健）委員

が心配されるのは、トラブルを言ってくるのは私達のところ

に言ってくると、こちらで土地の調査した分も含めて借りた

い人とか、誰かが口を聞いたりしてそこで、農林水産課の方

へ出して中間管理事業の対象になっていくんじゃないかな

と思います。農業委員会はここで初めて中間管理機構にいき

ますよという報告で、皆様にこういうことになりますがこれ

でよろしいですかということです。トラブルが起きたら当人

同士で、全て知らないというわけではないですけど、私はい

つも申し上げますように一番最初にしっかりしているかど

うか、ソーラーパネルの設置について改良区ときっちりと話

をしておいてくださいというのが基になりますので。 

藤田（健）委員   この問題は特に中間管理の契約上の問題なんかはないので

すか。問題を我々に言ってくるのは当事者ではなく、周辺の

人達がクレームをつけてきた場合にここへクレームを相談

に来てもいいですか。 

藤田会長      それは、出していただいて事務局は農林水産課の方へいっ

て、こういうクレームがあるから対応してほしいと。はい、

塩見委員。 

塩見委員      決議案ということではないですか。今の話を聞いたら農林

水産課と中間管理で借って、中間管理機構で決定するではな

いですか。それをここに入れるということは決議ではなくて

報告書みたいなものではないですか。 

松本農地係長    中間管理機構と新居浜市でという話ですけど、新居浜市と

中間管理機構の方で貸したい人と借りたい人の調整をする

んですよね。その調整が整う時の段階としてさっき原稿を読

ませてもらったのですが、新居浜市の基本構想に適合すると

いうことをいったのですが、新居浜市の基本構想の中に労働

力の話しであったり、お互いの契約の内容だったり、議案に

書いてある何年借りるとか、そういった要素が既に含まれて

いるのです。あと、今までの実績とか、今まで全部効率的に

ちゃんと耕してますよとか、常時農業に従事していますよと
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か、そういったことを農林水産課で確認したので、この議案

にある内容を確認したので農業委員会の方で更に諮ってく

ださい、農業委員会の方で何を諮るかというと、例えば個別

の土地について、この土地については問題があって借りたり

することはできないのではないかとか、期間についてはあま

りないのですが、例えば分かりやすく言えば農地の状況であ

ったり、借りる人が全部耕しているということが前提だけれ

ども、耕作放棄地をいっぱい持っているよとか、そういった

内容をここで確認ということになるんだろうと思います。確

認して問題がなければ、新居浜市と中間管理機構が決定した

ものを追認するという形ですね。 

村上委員          そんなのも含めて農林水産課が確認しているのではないで

すか。 

藤田会長      前段は農林水産課が確認をしたうえで上がってきている。 

塩見委員      確認したうえで上がってきて、それでもなお難しいところ

があればということですか。 

藤田会長      農業委員として何か地域のことで問題がないか、ちゃんと

耕作をできるのかなどをここで確認してくださいと、全て何

もなければ農業委員会として決議するというようになりま

す。 

松本農地係長    事前に議案はお配りしておりますので、中間管理というの

が年に２、３回上がってくると思うので、また、上がってき

た時に今のような視点で見てもらったらいいのかなという

ように思います。 

藤田会長      他に御意見、御質問はございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

藤田会長        ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

                    （「異議なし」の声あり） 

藤田会長        御異議なしと認めます。よって、議案第２号「令和４年第

１号農地中間管理事業に係る一括方式農用地利用集積計画

（案）について」を原案のとおり決定させていただきます。 
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        ６ページをお開きください。 

議案第３号「農地の所有権移転について」を議題に供します。

事務局から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長    議案第３号につきましては、農地法第３条第１項の規定に

よる農地の所有権移転で、１番から３番までの３件でござい

ます。７ページを御覧ください。 

まず、１番、萩生字旦之上、田１筆、面積１９６平方メー

トル、譲受人は（３－１）さんです。 

譲受人は、現在、約１町５反ほどの農地を家族で耕作して

おり、今回、経営規模拡大を図るため、申請地を取得する目

的で、農地法第３条による申請が提出されました。申請地は、

進入路及び水路が整備された整形な農地で、隣地との境界も

明確であることから、周辺への影響についてはないものと思

われます。なお､許可後は季節野菜の栽培を予定しておりま

す｡ 

次に、２番、阿島四丁目、畑２筆、面積５９８平方メート

ル、譲受人は（３－２）さんです。 

譲受人は、現在、約 1町 1反ほどの農地を家族で耕作して

おり、今回、経営規模拡大を図るため、申請地を取得する目

的で、農地法第３条による申請が提出されました。申請地は、

現在一部耕作されておりませんが耕起のうえ、引き続き畑と

して利用されることから、周辺への影響についてはないもの

と思われます。 

なお､許可後は、たまねぎの栽培を予定しております｡ 

８ページをお開きください。 

３番、萩生字本郷、田２筆、面積１，２８５平方メートル、

譲受人は（３－３）さんです。 

譲受人は、現在、約７反ほどの農地を家族で耕作しており、

今回、経営規模拡大を図るため、申請地を取得する目的で、

農地法第３条による申請が提出されました。申請地は、農道

及び水路が整備された整形な農地で、隣地との境界も明確で

あることから、周辺への影響についてはないものと思われま
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す。なお､許可後は稲作を予定しております｡ 

以上１番から３番までのいずれの案件につきましても、議

案書及びお手元に配布いたしております調査書に記載のと

おり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしていると考えております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

藤田会長          ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明につ

きましては、１番は竹林 義孝委員から、２番は寺尾 俊行委

員から、３番は土岐 若水委員から、それぞれ報告をいただ

きます。まず竹林委員お願いします。 

竹林委員        １１月２８日に現地調査をいたしました。申請地は東西に

農道水路等が整備されており現況は休耕地ではありました

が草刈り等の管理はできており、耕起すればいつでも作付け

が可能な状態であります。譲受人は自作地を約１町、借入地

を約５反余り作付けしておりますが、耕作への意欲がありま

して今回、季節野菜の作付けを予定とのことでした。また、

取得後の地域への影響も特段ないと思われますので許可し

ても支障はないと思われますので御審議のほどよろしくお

願いします。 

藤田会長        ありがとうございました。次に寺尾委員お願いします。 

寺尾委員        それでは、（３－２）さんの報告をいたします。１２月初

旬に現地の確認をいたしました。現地の状況は耕起、水路等

の整備を順次行っている状況です。一部の畑については、玉

ねぎの苗が植わっておりました。周辺農地との調和要件等々

については特に問題はないかと思われます。現に（３－２）

さんについては土居町からですね、元々この土地は（３－２）

さんの親戚の土地でありまして、親戚が九州へ行った時に

（３－２）さんが譲り受けております。本人は常時とはいか

んにしても、大体の日は現地に寝泊まりしております。 

今後は、息子さんがその土地を引き継いで耕作等を行なう

予定と聞いております。息子さんも機械等々は得意であるみ

たいなので順次整備して耕作されるものと推測いたします。
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現地を見た状況は以上のように地域との調和要件も整って

おり特に問題はないので許可しても支障はないと思われま

す。以上です。 

藤田会長        ありがとうございました。次に土岐委員お願いします。 

土岐委員        譲受人の（３－３）さん、この方は元々萩生西地区で生ま

れまして、こちらには親と祖父母が同居しております。そう

いったところで本件の土地が譲渡人の方が高齢化にもなり、

耕作をしてもらえないだろうかということで既にその土地

は耕作しております。また、隣接地は祖父母の土地でもあり

ます。そんな関係で、水利の関係とか、地域での調和、そう

いったことは問題なく行われるのではないかと感じており

ます。本人の住所が西連寺ということになっておりますが、

そういった事情で耕作機械とかそういった物は祖父母の倉

庫の方にあるものを一緒に使う予定であるということでご

ざいます。そういったことで本件を承認してもいいのではな

いかと考えております。 

藤田会長        ありがとうございました。以上、１番から３番までについ

て質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。 

                  （「なし」の声あり） 

藤田会長        ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長        御異議なしと認めます。よって、議案第３号「農地の所有

権移転について」を原案のとおり決定させていただきます。

９ページを御覧ください。 

議案第４号「農地の転用について」を議題に供します。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

井上主任           議案第４号は農地法第４条第１項の規定による農地転用

の申請で､申請件数は１件です｡ 

１０ページをお開きください｡ 

１番､萩生字治良丸､田 1 筆､申請人は（４－１）さん｡内容

は農家住宅の宅地拡張､一体利用地として､宅地７２６.５１



16 

平方メートルがあり､農地区分はその他の農地である第２種

農地と判断されます｡ 

以上の事案につきましては申請書及び土地改良区の意見書

等の添付資料を確認し､転用行為が遂行される確実性等の一

般基準についても認められるものであることを､事務局より

報告させていただきます｡御審議の程よろしくお願いします｡ 

藤田会長       ありがとうございました。以上、１番について質疑に入り

ます。御意見、御質問はございませんか。 

                  （「なし」の声あり）             

藤田会長       ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

                  （「異議なし」の声あり） 

藤田会長       御異議なしと認めます。よって、議案第４号「農地の転用

について」を許可相当として県知事に意見を送付いたします。

１１ページを御覧ください。 

議案第５号「農地の転用を伴う所有権移転等について」を

議題に供します。事務局から議案の説明をお願いします。 

井上主任       議案第５号は農地法第５条第１項の規定による農地転用の

申請で､申請件数は２０件です｡ 

１２ページをお開きください｡ 

１番､八幡一丁目､田１筆､譲受人は（５－１）さん｡内容は

建売住宅３戸１８８.７９平方メートル､農地区分はその他の

農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

２番､沢津町二丁目､畑１筆､譲受人は（５－２）さん｡内容

は建売住宅３戸２５８.３６平方メートル､一体利用地とし

て､宅地６４１.２８平方メートルがあり､農地区分はその他

の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

３番､田の上四丁目､田 1筆､譲受人は（５－３）さん外 1名｡

内容は自己住宅９７.５平方メートル､農地区分はその他の農

地である第２種農地と判断され､区分は使用貸借権で期間は

永年です｡ 

１３ページを御覧ください｡ 
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４番､八幡一丁目､田２筆､譲受人は（５－４）さん｡内容

は露天資材置場及び露天駐車場､農用地の除外があり、農地

区分はその他の農地である第２種農地と判断され､区分は

使用貸借権で期間は永年です｡ 

５番､大生院字喜来､田３筆､譲受人は（５－５）さん｡内

容は太陽光発電施設､農地区分はその他の農地である第２

種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

６番､下泉町一丁目､田１筆､譲受人は（５－６）さん｡内

容は賃貸共同住宅１棟２８２平方メートル､農地区分はそ

の他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移

転です｡ 

１４ページをお開きください｡ 

７番､船木字池田､田 1 筆､譲受人は（５－７）さん｡内容

は建売住宅３戸１６５.１８平方メートル､農地区分はその

他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転

です｡ 

８番､船木字高祖､田２筆､譲受人は（５－８）さん｡内容

は事務所併用住宅兼貸し店舗１６６.４４平方メートル､農

地区分はその他の農地である第２種農地と判断され､区分

は所有権移転です｡ 

９番､瀬戸町､田１筆､譲受人は（５－９）さん｡内容は賃

貸共同住宅１棟３１３.６８平方メートル､一体利用地とし

て､宅地４３２.１平方メートルがあり､農地区分はその他

の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転で

す｡ 

１５ページを御覧ください｡ 

１０番､西泉町､田１筆､譲受人は（５－１０）さん｡内容

は建売住宅２戸１１３.２８平方メートル､農地区分はその

他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転

です｡ 

１１番､田の上三丁目､田２筆､譲受人は（５－１１）さん｡

内容は自己住宅及び宅地進入路８８.６平方メートル､農地
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区分は用途地域であるため第３種農地であると判断され､

区分は所有権移転です｡ 

１２番､船木字道面､畑１筆､譲受人は（５－１２）さん｡

内容は太陽光発電施設､農地区分はその他の農地である第

２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１６ページをお開きください｡ 

１３番､大生院字本村､田１筆､譲受人は（５－１３）さん｡ 

内容は自己住宅５２.１７平方メートル､一体利用地とし

て､公衆用道路２２７平方メートルがあり､農地区分はその

他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転

です｡ 

１４番､船木字坂ﾉ下､畑３筆､譲受人は（５－１４）さん｡

内容は太陽光発電施設､農地区分はその他の農地である第

２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１５番､中村四丁目､畑２筆､譲受人は（５－１５）さん｡

内容は賃貸共同住宅１棟２３６.３平方メートル､農地区分

はその他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有

権移転です｡ 

１７ページを御覧ください｡ 

１６番､萩生字本郷､田２筆､譲受人は（５－１６）さん｡

内容は貸し露天駐車場､農地区分はその他の農地である第

２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１７番､大生院字岸影､畑 1筆､譲受人は（５－１７）さん｡

内容は露天資材置場､農地区分はその他の農地である第２

種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１８番､萩生字本郷､田１筆及び畑２筆､譲受人は（５－１

８）さん｡内容は貸し露天資材置場､農地区分はその他の農

地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１８ページをお開きください｡ 

１９番､萩生字本郷､田 1 筆､譲受人は（５－１９）さん｡

内容は建売住宅４戸２０８.６８平方メートル､農地区分は

その他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権
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移転です｡ 

２０番､宇高町三丁目､田 1筆､譲受人は（５－２０）さん｡

内容は建売住宅４戸２０８.６８平方メートル､農地区分は

その他の農地である第２種農地と判断され､１,０００平方

メートル以上の土地に建築物を建設する予定であることか

ら､開発許可が必要となり､区分は所有権移転です｡ 

以上､１番から２０番のいずれの事案につきましても､申

請書及び土地改良区の意見書等の添付資料を確認し､転用

行為が遂行される確実性等の一般基準についても認められ

るものであることを､事務局より報告させていただきます｡

御審議のほどよろしくお願いします｡ 

藤田会長          ありがとうございました。以上、１番から２０番までに

ついて質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。 

                     （「なし」の声あり） 

藤田会長          ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

                     （「異議なし」の声あり） 

藤田会長          御異議なしと認めます。よって、議案第５号「農地の転

用を伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事

に意見を送付いたします。 

                続きまして、１９ページをお開きください。 

参考事項は、農地法第１８条第６項の規定による合意解

約についての参考事項ですので、お目通しをお願いします。 

                         以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了

いたしました。よって、これをもちまして暫時休憩いたし

ます。なお、１４時３５分から総会を再開いたします。 

                  

                 （休憩） 

 

藤田会長       休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

これより農政関係の議題に入ります。本日は、御案内し

ておりましたとおり、「ＪＡえひめ未来の産直市につい
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て」を議題といたします。なお、本日は、ＪＡえひめ未

来から担当の方をお招きしておりますので、御紹介させ

ていただきます。 

営農部直販店舗課 新居浜担当 村尾課長です。 

それでは、よろしくお願いします。 

村尾課長       明けましておめでとうございます。私につきましては、

あかがね市担当で１５年、２０年しておりましたが、昨

年の１２月に四季菜広場の方につきましては、西条の水

都市方から森高店長が四季菜広場の店長に就任いたしま

して、私につきましては、営農部の直販店舗課、裏の方

でサポートする体制に変わっております。今後ともよろ

しくお願いいたします。あかがね市の方につきましては、

平成１０年インショップコープえひめの方で始まりまし

た。こちらの方につきましては、週３回からの産直市が

始まりまして、平成１５年に四季菜広場、直営の店舗を

開催いたしております。若干、目立たない場所で知らな

い消費者の方もおられますので、ＰＲ不足だったと否め

ませんが、今後、新店長に変わりまして売り方の変更を

しながら販路の拡大を続けていきたいと思います。しか

しながら、産直市の方につきましてはこちらに実績があ

りますように、令和元年、２年、３年という形の分で実

績を皆様の方にお配りしております。令和元年につきま

しては売り上げ総額の方が１億８,６１７万５,７８０円

の分で四季菜広場、コープ、イオン、フジ等いろいろな

ところで産直が始まっております。こちらの方につきま

しては、若干、前年は２億円ありまして、１億８千万円

まで落ち込んだ、また、令和２年につきましては２億１

千万円まで売り上げを伸ばしたという形です。こちらの

方につきましても出荷物、野菜がなかったらいけない感

じの部分、産直市につきましては新鮮、安全安心の物を

販売しておりますが、昨年の暮れの方に西条市の方で、

鳥インフルエンザが発生しました。養鶏農家の方とお話
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をさせてもらったのですが、そういう形になりますと半

年間出荷できないから、半年後に頑張って卵を出荷しま

すと御挨拶においでていただきました。本当に、自分が

どれだけ注意しておられても、そういう形の部分で外部

的な要因で出荷できないという形になります。また、こ

ちらの方で品物を揃える形で、（省略）さんに豆腐の方

も納入をお願いしていたのですが、暮れの３１日の朝方

に火災がございまして（省略）さんの方についても大火

災があって豆腐の出荷ができないというようになってお

ります。自分達では防げないということがどこで起きる

か分からないので気を付けなければいけない、産直市の

方につきましては、農薬の使用違反をいたしますと、ど

うしても出荷停止、過去に他の店舗で安全基準を上回っ

た農薬を使った関係で残留農薬の検査で出荷ができなか

ったという事例の方がございます。それにつきまして、

私たちについても安全安心を目標にしておりますので、

農薬残留が一番怖いことでございます。あかがね市部会

の出荷作業につきましては、栽培記録、栽培記録簿、農

薬栽培の記録簿を提出していただきまして、安全、安心

な農産物を出荷していただくように心がけて、日々農家

さんにつきましては自分の農産物につきましては、いつ、

どの農薬をしたかの記帳をお願いいたしまして、その分

を提出していただいております。それで、消費者から問

合せがあったら、この農家の方については、いついつ消

毒しておりますと答えられる制度を作っております。１

００パーセントという形の分を目標にしておりますが、

若干、今集まっていない方もございますので、農薬栽培

記録簿の提出については１００パーセント出していただ

くという考えで努力しております。消費者の方につきま

しては、無農薬でも構わないという消費者の方もおられ

ます。しかしながら、今現状につきましては、スーパー

で産直市で売られて、虫食いの品物を出して農薬を使用
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しておりませんと表示していても、やっぱりそれを希望

する方がいても２割、３割しかございません。あと、７

割の消費者の方につきましては、綺麗な品物、新鮮な品

物を購入するのが希望だという考えなもんで、穴が空い

ているという形の分については売れ残るのは若干ござい

ます。それではどうしたら売れるかというと、必要最低

限の農薬を散布して、綺麗な品物をやらなくてはいけな

い、農薬をいかに使用しないで、いい野菜を出せるか、

それにつきましてはどうしても現状ではハウスの方で防

虫ネットを張って農薬の散布回数を減らして出荷しなく

てはいけないという感じの部分がございます。そういう

ことにつきましては全農家にハウスを作って、栽培をし

て出荷をするということは不可能でございます。それで

したら、農薬基準に合った農薬を最低限に散布して綺麗

な品物を出荷する、販売するまた、今、イオンの方でコ

ープの方で実行しております朝採れ野菜、違った出荷物

をして売るという形もあるので、それについては朝採り

と、夕方に採って次の日に出荷しているのとでは鮮度が

違いますので、朝採りして出荷するのは大きな手段でご

ざいますので、そういうコーナーをどんどん増やしてい

きたいという感じで私達も考えておりますので皆様にも

協力をいただくという形の分でございます。しかしなが

ら、令和２年につきましては２億円ございましたけれど

も、インショップ、イオンの実績を見ていただきました

ら令和元年、前年比９７パーセント、令和２年につきま

しては前年比８８パーセント、令和３年につきましては

８６パーセントでイオンの出荷物の方は若干落ち込んで

おります。こちらの大きな原因としては、昨年からコロ

ナの関係で大きいスーパーの方については消費者が足を

運ばなかったというのが若干あります。外的な要因、コ

ープや四季菜広場については伸びたというのは外食が減

って自分のところで調理して食べていきたいということ
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で、コープの方は１００パーセント、四季菜広場につい

ては、昨年は１２８パーセント、今年は１２０パーセン

ト、直売所の方に足を運んでもらっている関係がござい

ます。しかしながら、四季菜広場の方につきましては若

干出荷物が少なく、どうしてもお客様に来客いただいて

も品物がないということで失望されて帰られる方がござ

いました。しかしながら、昨年の１１月に西条市と合併

いたしましてえひめ未来になりまして、西条市からも品

物が出て若干品物が集まってお客様を呼んだという形も

ございます。いかに、新居浜市の方の栽培を増やしてい

くかというのが私達の課題になっておりますので、今後

につきましては私の方が現場の方に回る、ＪＡの職員の

指導員の方につきまして、現場に回る回数が減ったとい

う形が多々ございます。その関係で、今後につきまして

ＪＡがいかに農家様の足元にお邪魔させていただきまし

て、農家様とお話をさせていただきまして、出荷物を増

やすということが大きな課題になっておりますので、皆

様の方につきまして指導員の方がタック活動ということ

で、出向く営農と昔から言われております。それが実行

できてなかったので、今からは実行できるような形で産

直市を伸ばしていくというのがＪＡの方針になっており

ますので、皆様の方に足を運んで出荷物を増やし、生産

力を増やし、また、それに乗って消費者を増やし産直市

という形で集客の方に努めていきたいと思います。どう

しても私の方につきましては、四季菜広場の方について

はあまり魅力のない売り場作り、それを改善してほしい

という言葉が多々ございますので、皆様の知恵をいろい

ろお借りしながら皆様と共に産直市の発展に努めていき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。私の方

からは以上でございます。 

藤田会長       ありがとうございました。今、村尾課長さんの方から

いろいろ御説明をいただきましたが、何かご質問等はご
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ざいませんか。はい、加藤委員。 

加藤委員       四季菜広場の営業時間なのですけど、１６時くらいに

終わりますよね、時間を延長する計画等はありませんか。

それともう一点、西条市と合併されて、今日出荷されま

したよという日付がなくなりましたよね。その理由を教

えていただけますか。 

村尾課長       時間延長につきましては、内部の方でも声が上がって

おります。今現状におきまして、出荷物の方につきまし

て夕方の方の集客日数の方法、水都市とみのりちゃんの

方の調査をしております。それで、水都市の方につきま

しては１８時半、みのりちゃんについては１８時の形で、

それに合わせて１６時以降の集客、販売件数の調査をし

ております。集客と労働時間、どちらが効果があるか調

査をしておりますので、内部検討はしておりますので、

それが、実現できるかどうかいうのは検討中でございま

す。もう少し待っていただけたらと思います。それと、

日付の関係の方につきまして、どうしても四季菜広場の

方につきまして、日付を出しておいて２、３日の分で品

物を出してもいいということにしていたのですが、西条

と水都市の方につきまして水都市の出荷物については毎

日出荷して、毎日引き上げるという形で日付がないとい

う、新居浜の方についても出荷してその日に１回撤去す

ると、鮮度管理をしようということになりまして日付を

なくして、いい出荷物をする、日付をして以前は２日く

らいそのままの生産者の方もいらっしゃいまして、それ

を止めて朝出荷したら、夕方にはいったん引き上げると

いうことにさせていただいて、再度出荷物の点検をして

もらって出荷していただくという形で、こちらの方につ

きましても今でも、日付を付けた方がいいという意見と、

日付を無くした方がいいという意見と半々でしたが、役

員会の方に諮りまして、いい品物を出そうではないか、

そしたら野菜の方についてはその日のうちに売り切ろ
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う、売れ残った物については引き上げて自分のところで

チェックして再度出荷しようではないかと、相談した結

果日付を無くすという形にしております。日付の方は自

分で付けて管理をしても構いませんということで、付け

ている人と付けていない人と半々ありますので、加藤委

員さんから指摘がありましたように、日付を付けた方が

いいという声も多々聞きます。再度、役員会で検討した

のですが１年間はこれでいこうと、この前、役員会で決

めて直ぐに日付を無くした、また日付を付けるとなると、

どうしても生産者の方については迷うこともありますの

で、１年間はこれで行って、１年後に再度検討するとい

うことになっております。それと、合併の際の協定事項

の関係で西条の水都市の店舗の改装をしております。西

条の水都市につきましては、改装工事を行って今年の４

月に新規オープンということで工事をしております。ま

た、旧ＪＡ新居浜市管内につきましては、本館工事の方

の改修工事を先に改修いたしまして、その後に新規の直

売所の方の開設を検討しておりますので、もう少し新居

浜の新店舗の方については設計段階までいってない、ど

この場所に直売所を作るか検討事項に入る段階でござい

ますので、皆様にいつできますという確約はできません

けど、そういうことについては検討段階に入っているこ

とだけお伝えしておきます。 

藤田会長       他にございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

藤田会長       今、村尾課長さんからいろいろ御説明いただきました

ように、そういった中で加藤委員さんからも改善すれば

という指摘もありましたが、いろいろ検討して検証結果

によって皆様のところに返ってくる。今の説明の中で、

今の四季菜広場の場所について直販所について、まずは

合併して今の本館を建て替えると、その後、新居浜市の

直売所についてもどういったことにしていくかいろいろ
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な事を検討していきますということで、いずれにいたし

ましても、出荷物の安定供給ができるように多くの方々

にお願いして理解を求めてそういった方を増やしていき

たいと、栽培方針についても営農ということで更に取り

組んでいきたいということでございますので、皆様方、

関係される方々にも旧新居浜市もやりますということ

で、多くの方に働きかけていただけたらと思います。こ

れで、農政についての事項を終わりたいと、それについ

ていろいろ御説明いただきましたが村尾課長に御礼を申

しあげます。ありがとうございました。 

           後もう一点、人農地プランの実質化向けて農林水産課の

方から連絡があります。 

農林水産課 

 山口主事      農林水産課の山口です。人・農地プランの実質化に係る

話合いの実施についてと書いてある資料をお手元にお配

りさせていただいていると思うのですけれども、新居浜市

は１０地区あって、船木地区と神郷地区については実質化

が完了しているので残り８地区について御案内させてい

ただいているのですけれども、別紙日程表のとおり開催し

たいと思っております。日程と会場の都合上、角野・泉川

と垣生・多喜浜、中萩・大生院地区については、同日に同

じ会場で開催させていただきます。委員の皆様にはなるべ

く御出席いただきたいと思っているのですけど、もし、日

程が合わなくて出席ができないという方がいらっしゃい

ましたら農業委員会の谷口さんの方まで出席ができない

旨をお伝えしていただけたらと思います。参考に、２枚目

ですが案内する農家さんの一覧をお付けしておりますの

で、皆様当日は御出席の方をお願いいたします。以上です。 

藤田会長       今、人農地プランの実質化に向けての御説明がありまし

た。先ほども言いましたように、船木と神郷は以前に終わ

ったということで、前回のお話でもなかなか集まりも悪い

と聞いておりますが、今、農林水産課の方でこのような日
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程で実質化に向けての話し合いということでございます

ので、こちらにおいでる方は日程の中で会場の方へご出席

していただいていろいろ意見を聞いたり、述べたりしてい

ただいたらと思います。よろしくお願いいたします。 

谷口農政係長       本日お配りしている農業委員会研修テキストシリーズ

２農地法というのをお配りしているのですが、中身が若干

新しくなっているのでお配りしております。また、見てお

いてください。お願いします。 

藤田会長        以上をもちまして、第１９回新居浜市農業委員会総会を

閉会いたします。御協力ありがとうございました。 

藤田事務局長       御起立ください。礼。ありがとうございました。 
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